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丁
部
領
は
九
六
六
年
、
群
雄
割
拠
の
混
乱
、
い
わ
ゆ
る
十
二
使
君
の
乱
を
平
定
し
て
皇
帝
の
位
に
つ
き
、
大
聖
越
国
を
建
て
た
。
こ
れ
を
も

っ
て
ベ
ト
ナ
ム
独
立
王
朝
の
始
め
と
な
し
て
い
る
が
、
九
八
○
年
に
な
る
と
、
そ
の
将
軍
の
黎
桓
は
先
皇
帝
蔚
型
の
遺
児
丁
溶
の
位
を
う
ば

い
、
目
か
ら
皇
帝
と
称
し
て
黎
朝
爾
醗
Ⅷ
匪
称
）
を
建
て
た
。
宋
の
太
宗
は
黎
桓
の
纂
奪
に
よ
る
丁
氏
か
ら
黎
氏
へ
の
交
替
の
混
乱
に
乗
じ
て
、

ベ
ト
ナ
ム
の
内
地
化
を
は
か
り
出
兵
し
た
が
、
か
え
っ
て
黎
桓
の
た
め
に
大
敗
を
喫
し
て
し
ま
っ
た
。

宋
の
大
軍
を
撃
退
し
て
そ
の
実
力
を
示
し
た
黎
桓
は
既
に
そ
の
前
か
ら
国
内
で
は
皇
帝
を
称
し
て
い
た
が
、
宋
に
は
そ
れ
を
か
く
し
、
幼
少

な
丁
溶
を
表
面
に
立
て
て
、
宋
と
の
戦
後
交
渉
に
あ
た
っ
た
。
宋
側
で
も
そ
の
交
渉
に
あ
た
っ
て
丁
塔
の
処
遇
問
題
を
も
ち
出
し
て
、
黎
桓
と

の
妥
協
を
は
か
ろ
う
と
し
た
が
、
す
で
に
ベ
ト
ナ
ム
の
地
左
拠
有
し
た
黎
桓
は
宋
の
提
案
に
従
わ
ず
、
そ
の
地
の
支
配
権
の
承
認
を
執
勘
に
要

（
１
）

求
し
た
。
つ
い
に
朱
の
大
宗
も
そ
れ
に
従
わ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
。

か
く
て
宋
朝
と
黎
朝
と
の
両
国
間
に
冊
封
を
中
心
と
し
た
交
渉
が
行
わ
れ
る
こ
と
と
な
る
が
、
こ
れ
と
関
連
し
て
中
国
側
の
史
料
に
黎
桓
の

諸
子
に
つ
い
て
の
記
事
が
あ
ら
わ
れ
る
。
こ
こ
で
は
そ
の
諸
子
に
考
察
を
加
え
て
、
両
国
関
係
の
一
面
を
う
か
が
い
見
る
こ
と
と
す
る
。

前
黎
朝
と
宋
朝
と
の
関
係
（
河
原
）

前
黎
朝
と
宋
朝
と
の
関
係

ｌ
黎
桓
の
諸
子
を
中
心
と
し
て
Ｉ

(－）

河
原
正
博
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先
是
使
至
交
州
。
桓
即
以
供
奉
為
辞
。
因
縁
賦
献
。
上
聞
之
。
止
令
蝋
吏
召
授
命
。
不
復
専
使
。

と
同
様
な
こ
と
を
伝
え
て
い
る
が
、
こ
れ
に
よ
る
と
彊
吏
す
な
わ
ち
広
南
西
路
の
官
吏
を
し
て
ベ
ト
ナ
ム
の
使
節
を
よ
び
出
さ
せ
て
、
そ
れ
に

制
書
を
授
け
た
こ
と
を
知
る
こ
と
が
出
来
る
。
と
に
か
く
、
真
宗
の
時
に
な
る
と
従
来
の
国
信
使
派
遣
が
中
止
と
な
っ
た
わ
け
で
あ
る
。

つ
い
で
長
編
蕊
五
威
平
六
年
（
シ
ｂ
』
ｓ
⑭
）
九
月
戊
戌
の
条
に
よ
る
と
、

広
南
西
路
転
運
使
言
。
黎
桓
迎
受
官
詰
使
黄
成
雅
附
奏
。
自
今
朝
廷
加
恩
。
願
遣
使
至
本
道
。
貴
接
王
人
。
以
光
海
荷
。
上
以
桓
芳
縁

（
２
）

（
３
）

と
あ
っ
て
、
黎
桓
が
迎
受
官
詰
使
の
黄
成
雅
を
広
南
西
路
に
つ
か
わ
し
た
こ
と
を
知
る
が
、
そ
れ
に
迎
受
官
詰
使
と
あ
る
に
よ
っ
て
、
黄
成
雅

（
４
）

は
こ
の
前
年
の
十
一
月
に
真
宗
か
ら
黎
桓
に
下
さ
れ
た
加
恩
の
制
書
ｌ
保
節
功
臣
、
食
邑
一
千
戸
実
封
四
百
戸
を
加
う
と
云
う
制
書
ｌ
を

受
領
す
る
た
め
に
召
し
出
さ
れ
た
者
で
あ
る
こ
と
が
判
る
。
し
か
し
、
こ
こ
で
注
目
す
べ
き
こ
と
は
、
黎
桓
が
今
後
朝
廷
よ
り
加
恩
制
書
を
下

さ
れ
る
時
に
は
加
恩
官
告
国
信
使
を
直
接
に
ベ
ト
ナ
ム
本
土
に
派
遣
し
て
伝
達
し
て
も
ら
い
た
い
と
申
し
出
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
す
な
わ
ち

戒
平
元
年
以
来
、
中
止
さ
れ
て
い
た
国
信
使
の
ベ
ト
ナ
ム
本
土
派
遣
を
復
活
し
て
ほ
し
い
と
願
い
出
た
わ
け
で
あ
る
。

至
道
三
年
（
し
・
ロ
毛
『
）
一
一
一
月
、
宋
の
太
宗
が
死
ん
で
、
つ
い
で
真
宗
が
即
位
し
た
。

続
資
治
通
鑑
長
編
（
型
軒
諦
長
編
）
權
聿
威
平
元
年
（
シ
・
Ｐ
①
湯
）
七
月
壬
戌
の
条
に
、

先
是
黎
桓
加
恩
。
為
交
州
国
信
使
者
必
獲
贈
遺
数
千
絹
。
桓
責
賦
畝
。
往
往
断
民
手
足
趾
。
〔
広
南
西
路
転
運
使
陳
〕
尭
翌
知
之
。
遂

奏
請
召
其
子
。
授
以
朝
命
。
而
知
其
私
観
之
言
。

と
あ
っ
て
、
真
宗
即
位
の
翌
年
、
広
南
西
路
転
運
使
の
陳
堯
嬰
が
従
来
行
わ
れ
て
来
た
加
恩
官
告
国
信
使
の
、
ベ
ト
ナ
ム
本
土
へ
の
派
遣
を
や

め
、
今
後
は
黎
桓
の
子
を
召
し
出
し
、
そ
れ
に
詔
を
授
け
る
よ
う
朝
廷
に
請
う
た
こ
と
を
伝
え
て
い
る
。
又
、
宋
史
倦
廻
交
阯
伝
の
成
平
四
年

め
、
今
後
企

の
条
に
は
、

法
政
史
学
第
二
十
九
号

広
南
西
路
転
運
使
言
。
黎
嬉

賦
畝
。
民
被
其
禍
。
未
許
也
。

(二）
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と
あ
っ
て
、
そ
れ
を
伝
え
て
い
る
。

こ
れ
に
よ
る
と
黎
桓
の
死
後
、
そ
の
仲
子
の
龍
鋏
が
皇
帝
の
位
に
つ
い
た
が
、
龍
鋏
の
兄
の
龍
全
が
庫
財
を
か
す
め
と
っ
て
麺
げ
、
弟
龍
廷

は
龍
鋏
を
殺
し
て
そ
れ
に
代
っ
て
目
か
ら
立
っ
た
。
そ
こ
で
龍
廷
の
兄
の
明
護
は
扶
闘
藥
の
兵
を
ひ
き
い
て
攻
戦
し
た
と
述
べ
、
こ
の
情
報
は

国
信
使
と
な
っ
て
派
遣
さ
れ
た
那
嘩
が
嶺
表
か
ら
朝
廷
に
報
告
し
た
も
の
で
あ
る
と
説
明
を
加
え
て
い
る
。
な
お
那
曄
は
ベ
ト
ナ
ム
の
兵
乱
の

た
め
、
国
信
使
と
し
て
ベ
ト
ナ
ム
本
土
に
行
く
こ
と
が
出
来
ず
、
六
月
に
は
広
南
西
路
縁
辺
安
撫
使
に
任
命
さ
れ
、
広
南
西
路
の
現
地
で
、
ベ

（
８
）

ト
ナ
ム
策
略
を
講
ず
る
こ
と
と
な
っ
た
。
ち
な
糸
に
、
進
奉
使
の
明
提
も
本
国
の
丘
〈
乱
の
た
め
、
国
に
帰
る
こ
と
が
出
来
ず
、
次
の
年
ま
で
広

た
◎

更
に
次
の
年
に
な
る
と
黎
桓
は
そ
の
息
子
を
朝
廷
に
や
っ
て
そ
れ
を
要
求
す
る
に
至
る
の
で
あ
る
。

長
編
捲
五
景
徳
元
年
（
し
。
□
』
宕
心
）
六
月
甲
子
の
条
に
、

交
州
黎
桓
造
典
子
摂
罐
州
刺
史
明
提
来
貢
。
懇
求
加
恩
使
至
本
道
。
慰
撫
逼
商
。
許
之
。

（
５
）

と
あ
り
、
ま
た
同
じ
こ
と
を
、
宋
会
要
、
交
趾
の
同
年
六
月
二
十
一
一
一
日
の
条
に
は
よ
り
詳
細
に
、

桓
遣
其
子
摂
駿
州
刺
史
明
捉
来
貢
。
対
於
崇
政
殿
。
且
言
。
毎
降
恩
旨
。
又
駅
逓
至
当
道
。
今
特
遣
息
男
貢
献
。
望
降
使
慰
撫
遇
俗
。

と
伝
え
て
い
て
、
そ
れ
を
知
る
こ
と
が
出
来
る
の
で
あ
る
が
、
こ
れ
ら
に
よ
る
と
黎
桓
は
そ
の
子
の
明
捉
な
る
者
を
宋
の
都
に
や
っ
て
貢
献
さ

せ
、
「
加
恩
の
詔
が
降
る
毎
に
、
そ
の
制
書
は
駅
逓
に
て
送
ら
れ
て
ベ
ト
ナ
ム
に
伝
達
さ
れ
て
い
る
。
今
、
特
に
息
子
の
明
提
を
や
っ
て
朝
貢

し
て
懇
求
す
る
次
第
で
あ
る
が
、
今
後
は
加
恩
使
を
直
接
ベ
ト
ナ
ム
本
土
に
派
遣
し
て
、
制
書
を
伝
達
し
て
ほ
し
い
」
と
申
し
出
た
の
で
、
真

宗
は
之
を
許
す
こ
と
と
し
た
と
言
う
の
で
あ
る
。
次
の
年
の
二
月
に
な
る
と
真
宗
は
黎
桓
の
乞
う
所
に
従
っ
て
准
南
転
運
使
工
部
員
外
郎
の
部

（
６
）

嘩
を
交
州
安
撫
国
信
便
に
あ
て
て
い
る
。

し
か
し
、
た
ま
た
ま
ベ
ト
ナ
ム
本
国
に
お
い
て
は
》
こ
の
三
月
に
黎
桓
が
死
に
、
そ
の
国
内
で
は
黎
桓
の
諸
子
が
抗
争
し
て
兵
乱
が
お
こ
つ

長
編
蜷
六
景
徳
一
一
年
（
シ
・
己
』
Ｓ
ｍ
）
五
月
戊
子
の
条
に
、

交
州
黎
桓
死
。
典
仲
子
龍
鋏
自
立
。
龍
鋏
兄
龍
全
劫
庫
財
而
遁
。
其
弟
龍
廷
殺
龍
欽
自
立
。
龍
廷
兄
明
護
率
扶
關
藥
兵
。
攻
戦
。
国
信

前
黎
朝
と
宋
朝
と
の
関
係
（
河
原
）

使
那
嘩
駐
嶺
表
。
以
其
事
聞
。

（
７
）

￣

一

一

一
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か
く
て
ベ
ト
ナ
ム
の
兵
乱
も
定
ま
り
、
景
徳
三
年
七
月
に
な
る
と
黎
龍
廷
は
自
ら
静
海
節
度
使
開
明
王
と
称
し
て
、
広
南
西
路
に
移
牒
し
、

（
、
）

そ
の
弟
を
遣
し
て
朝
一
旦
せ
ん
こ
と
を
願
い
出
て
い
る
。

次
の
年
に
な
る
と
そ
れ
が
実
現
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
が
、
そ
れ
に
つ
い
て
、
長
編
捲
六
景
徳
四
年
（
シ
・
ｐ
ｇ
三
）
七
月
辛
已
の
条
に
は
、

黎
龍
廷
自
称
権
安
南
静
海
軍
留
後
。
遣
其
弟
峯
州
刺
史
明
昶
殿
中
丞
賛
成
雅
等
来
貢
。
辛
巳
。
授
龍
廷
静
海
節
度
使
交
趾
郡
王
。
賜
名

至
忠
。
給
以
施
節
…
…
。

州
に
留
ま
ら
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
。

さ
て
、
以
上
の
よ
う
な
ベ
ト
ナ
ム
の
兵
乱
に
対
し
て
、
未
が
ど
の
よ
う
に
対
処
し
た
か
に
つ
い
て
は
、

宋
会
要
、
交
趾
、
景
徳
三
年
（
シ
・
□
」
ｇ
①
）
六
月
の
条
に
、

知
広
州
凌
策
言
。
準
詔
。
以
交
阯
兵
乱
。
令
與
縁
海
安
撫
転
運
使
那
曄
野
賀
同
経
度
。
便
宜
以
聞
。
尋
至
白
州
。
遇
廉
州
部
送
到
交
阯

帰
明
頭
首
黄
慶
集
黄
秀
蛮
宣
一
一
人
百
姓
千
余
口
。
且
一
一
一
一
口
。
黎
桓
既
死
。
諸
子
争
立
。
各
集
人
馬
。
散
設
藥
柵
。
官
属
離
析
。
人
民
猜
慢
。

（
従
）

慶
集
等
以
下
不
促
駆
率
・
戴
及
胤
報
←
今
奔
走
来
生
ロ
・
乞
量
出
丘
〈
馬
・
平
定
交
州
・
慶
集
等
願
為
先
鋒
・
克
日
攻
集
・
臣
等
会
議
・
若
朝

（
乞
。
止
）

（
勤
×
卒
）

廷
允
所
止
乞
以
広
南
諸
州
屯
丘
〈
・
益
以
荊
湖
□
十
一
二
一
一
千
人
。
水
陸
斉
進
。
立
可
平
定
。
帝
日
。
桓
継
修
職
貢
。
亦
常
遣
其
子
入
観
。
海

隅
寧
識
。
不
失
忠
順
。
今
聞
其
死
。
未
能
吊
仙
。
邊
伐
其
喪
。
甚
無
謂
也
。
乃
詔
策
等
。
依
前
詔
安
撫
。
務
令
諦
静
。
…
…
価
令
曄
胎
書

交
州
。
論
以
朝
廷
威
徳
。
如
自
相
魚
肉
。
久
無
定
位
。
偏
師
問
罪
。
則
無
遺
種
笑
。
明
護
偶
。
即
奉
龍
廷
主
軍
事
。

（
９
）

と
あ
っ
て
、
そ
の
様
子
を
知
る
こ
と
が
出
来
る
。
す
な
わ
ち
、
黎
桓
の
死
後
、
諸
子
の
間
に
丘
〈
乱
が
起
っ
た
の
で
、
こ
れ
に
乗
じ
て
ベ
ト
ナ
ム

に
出
兵
し
よ
う
と
す
る
計
画
が
知
広
州
の
凌
策
等
に
よ
っ
て
た
て
ら
れ
た
が
、
真
宗
は
黎
桓
が
生
前
に
朝
貢
に
は
げ
み
、
ま
た
そ
の
子
を
朝
貢

さ
せ
て
い
た
の
に
、
そ
の
死
に
乗
じ
て
出
兵
す
る
の
は
王
者
の
な
す
べ
き
こ
と
で
は
な
い
と
言
っ
て
、
そ
れ
を
し
り
ぞ
け
、
策
等
に
命
じ
て
ベ

ト
ナ
ム
を
安
撫
さ
せ
、
ま
た
広
南
西
路
安
撫
使
の
部
嘩
に
命
じ
て
詔
を
ベ
ト
ナ
ム
に
お
く
ら
し
め
、
朝
廷
の
威
徳
を
諭
し
た
と
言
う
。
そ
れ

に
、
も
し
兄
弟
で
殺
し
あ
い
を
つ
づ
け
、
い
つ
ま
で
も
主
権
者
の
地
位
が
定
主
な
け
れ
ば
そ
の
罪
を
問
い
兵
を
出
し
、
黎
氏
を
ゑ
な
ご
ろ
し
に

す
る
と
述
べ
て
あ
っ
た
の
で
、
朋
護
も
龍
廷
を
奉
じ
て
そ
れ
が
軍
事
を
つ
か
さ
ど
る
こ
と
Ｉ
主
権
者
と
な
る
こ
と
ｌ
を
承
認
す
る
に
至
っ

た
と
説
明
を
加
え
て
い
る
。

法
政
史
学
第
二
十
九
号
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（
ｕ
）

と
あ
る
。
こ
れ
に
よ
っ
て
、
景
徳
四
年
七
日
抑
、
黎
龍
廷
は
そ
の
弟
の
峯
州
刺
史
明
昶
を
過
し
貢
献
し
、
静
海
節
度
使
交
趾
郡
王
を
授
け
ら
れ
、

至
忠
と
言
う
名
を
賜
わ
っ
て
い
る
こ
と
を
知
る
こ
と
が
出
来
る
。

さ
て
以
上
、
中
国
側
の
史
料
に
よ
っ
て
真
宗
朝
に
お
け
る
黎
桓
と
の
交
渉
の
一
面
を
考
察
し
て
来
た
が
、
特
に
そ
の
中
で
黎
桓
の
諸
子
、
龍

全
、
龍
鋏
、
龍
廷
、
明
提
、
明
護
、
明
昶
等
の
名
前
が
掲
げ
ら
れ
て
い
る
。
ベ
ト
ナ
ム
側
の
史
料
で
は
そ
れ
ら
が
ど
の
よ
う
に
伝
え
ら
れ
て
い

る
か
次
に
考
察
し
て
見
る
こ
と
と
す
る
。

次
に
黎
桓
の
死
後
に
お
こ
っ
た
兵
乱
に
つ
い
て
、
全
書
錨
之
黎
紀
、
中
宗
皇
帝
鯛
魏
撤
式
市
の
条
に
、

（
国
中
）

大
行
皇
帝
崩
後
。
帝
與
東
城
中
国
二
王
及
同
母
弟
開
明
王
争
立
。
相
持
八
月
。
中
国
無
主
。
久
「
十
月
。
東
城
王
敗
奔
菖
隆
。
帝
追
捕

之
。
又
奔
占
城
。
未
至
。
為
石
河
州
人
殺
千
機
羅
海
口
。
時
国
人
亦
奔
附
禦
北
王
於
扶
蘭
塞
。
帝
即
位
三
日
。
為
龍
鍵
所
殺
。

と
あ
り
、
更
に
同
書
鑑
之
黎
紀
、
臥
朝
皇
帝
銅
Ⅷ
繩
亟
耗
窪
懇
の
条
に
、

冬
。
帝
襲
位
。
…
…
…
禦
北
王
與
中
国
王
拠
扶
蘭
築
叛
。
帝
親
征
。
…
：
…
・
至
扶
蘭
棄
。
塞
人
堅
壁
固
守
。
攻
之
未
下
。
園
之
数
月
。

藥
人
粧
尽
。
禦
北
壬
知
計
窮
勢
屈
。
乃
捕
中
国
王
以
献
。
斬
之
。
原
禦
北
王
罪
。
遂
引
兵
。
伐
禦
蛮
王
於
峰
州
。
降
之
。

と
あ
っ
て
、
い
ず
れ
も
応
天
十
二
年
（
シ
ｂ
』
Ｓ
ｍ
）
の
事
件
と
し
て
説
明
し
て
い
る
が
、
こ
れ
に
よ
る
と
大
行
皇
帝
す
な
わ
ち
黎
桓
が
死
ぬ

と
、
第
三
子
の
龍
鋏
は
東
城
王
、
中
国
王
及
び
同
母
弟
の
開
明
王
と
位
に
つ
く
こ
と
を
争
い
、
八
カ
月
も
そ
れ
が
つ
づ
き
、
国
に
主
権
者
が
届

る
こ
と
も
ま
た
注
目
す
べ
き
で
あ
る
。

大
越
史
記
全
書
（
山
坏
附
娃
謝
）
議
之
黎
紀
、
甲
辰
、
応
天
十
一
年
誌
報
徳
（
シ
・
□
」
ｓ
』
）
の
条
に
、

（
職
）
（
⑫
）

遣
行
軍
王
明
捉
。
称
摂
艤
州
刺
史
。
聡
子
宋
。
明
提
至
沐
。
懇
求
恩
使
宣
撫
遁
畜
。
宋
帝
許
之
。

と
あ
っ
て
、
黎
桓
が
行
軍
王
明
提
を
宋
の
都
に
遣
し
て
貢
を
奉
り
、
恩
使
を
ベ
ト
ナ
ム
に
派
遣
さ
れ
る
よ
う
懇
求
し
た
と
述
べ
て
い
る
が
、
こ

こ
で
は
明
提
を
行
軍
王
と
し
て
い
る
点
に
注
目
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
な
お
、
こ
の
文
そ
の
も
の
が
既
に
見
た
中
国
側
の
史
料
の
文
と
酷
似
し
て

前
黎
朝
と
宋
朝
と
の
関
係
（
河
原
）

(三）
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条
で
、

な
か
っ
た
。
十
月
に
な
る
と
、
東
城
王
は
敗
れ
奔
り
、
殺
さ
れ
て
し
ま
っ
た
。
ま
た
扶
蘭
秦
に
拠
っ
た
禦
北
王
の
下
に
は
奔
り
附
す
国
人
も
多

か
っ
た
。
第
三
子
の
龍
鋏
が
皇
帝
１
１
中
宗
皇
帝
１
１
の
位
に
つ
い
た
が
、
三
日
に
し
て
第
五
子
の
龍
艇
の
た
め
殺
さ
れ
て
し
ま
っ
た
。
か
く

て
、
龍
艇
が
位
に
つ
き
ｌ
臥
朝
皇
帝
ｌ
扶
蘭
に
よ
っ
て
叛
抗
す
る
禦
北
王
と
中
国
王
を
白
か
ら
攻
め
た
の
で
、
力
つ
き
た
禦
北
王
は
協

力
者
の
中
国
王
を
捕
え
て
之
を
龍
艇
に
献
じ
て
、
目
か
ら
は
そ
の
罪
を
ゆ
る
さ
れ
た
。
ま
た
峰
州
に
拠
っ
て
抗
争
し
て
い
た
禦
蛮
王
も
討
伐
を

受
け
、
遂
に
降
服
す
る
に
至
っ
た
と
言
う
の
で
あ
る
。
越
史
略
翻
黎
紀
の
中
宗
及
び
臥
朝
王
の
条
に
も
、
こ
れ
よ
り
簡
略
で
は
あ
る
が
、
諸
王

の
抗
争
に
つ
い
て
同
様
な
こ
と
を
説
明
し
て
い
る
。

こ
の
よ
う
な
兵
乱
に
乗
じ
て
、
宋
の
知
広
州
凌
策
等
が
ベ
ト
ナ
ム
出
兵
の
計
画
を
奏
上
し
た
こ
と
は
既
に
見
た
如
く
で
あ
る
が
、
こ
の
こ
と

に
関
し
て
全
書
謹
之
黎
紀
、
丙
午
、
応
天
十
三
年
弄
繍
徳
（
し
．
□
・
』
ｓ
ｅ
夏
六
月
の
条
に
、

宋
知
広
州
凌
策
上
言
日
。
今
以
交
趾
兵
乱
。
令
臣
與
沿
辺
安
撫
使
部
嘩
。
同
経
度
。
便
宜
以
聞
。
臣
等
准
廉
州
所
送
到
交
趾
黄
慶
集
等

千
余
口
言
。
南
平
王
諸
子
各
散
設
築
柵
。
官
属
離
折
。
人
民
憂
倶
。
乞
出
兵
平
定
。
慶
集
等
願
為
先
鋒
。
刻
日
可
取
。
若
朝
廷
允
其
請
。

乞
以
広
南
諸
州
屯
兵
。
益
以
荊
湖
到
卒
五
千
。
水
陸
斉
進
。
立
可
平
定
。
未
市
日
。
黎
氏
管
遺
子
入
観
。
海
隅
寧
譜
。
不
失
忠
順
。
今
聞

（
詔
）

其
莞
。
未
有
弔
慰
。
遼
伐
其
喪
。
登
王
者
所
為
。
詔
策
等
。
依
旧
招
安
撫
。
務
令
謡
静
。
佃
命
嘩
移
墾
團
諭
以
朝
廷
威
徳
。
無
自
相
状
骨

肉
。
久
無
定
位
。
天
師
問
罪
。
黎
氏
無
遣
種
突
。
帝
倶
請
遣
弟
入
貢
。

と
あ
る
。
こ
の
全
書
の
文
が
さ
き
に
掲
げ
た
宋
会
要
の
文
と
ほ
と
ん
ど
同
じ
で
あ
る
こ
と
は
注
目
す
べ
き
で
あ
る
が
、
こ
の
点
に
関
し
て
は
後

遣
弟
明
昶
掌
書
記
菰
成
雅
。
献
白
犀
干
宋
。
乞
大
蔵
経
文
。

と
述
べ
て
い
る
が
、
た
だ
単
に
弟
明
昶
と
あ
る
だ
け
で
そ
の
官
名
は
な
い
。

ここで、全書愁之黎紀によって、黎桓の諸子を列挙し、今後の説川の便に供沁測（棚刎押迦睡釧醤鯛醗澪催付）。
Ⅲ
封
太
子
楡
為
撃
天
大
王
（
少
・
□
・
＠
＄
）
。

に
考
え
て
み
る
こ
と
と
す
る
。

最
後
に
、
臥
朝
皇
帝
す
な
わ
ち
龍
艇
が
そ
の
弟
を
末
に
過
し
た
こ
と
に
つ
い
て
は
、
全
書
謡
之
黎
紀
、
応
天
十
四
年
酵
繍
徳
（
し
・
ロ
。
ご
ヨ
）
の

法
政
史
学
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鋏
、
艇
に
そ
れ
ぞ
れ
龍
の
｛

龍
の
字
が
冠
さ
れ
て
い
る
。

Ｊ四く

一
○
○
四
年
、
黎
桓
が
そ
の
子
の
明
提
を
宋
の
都
に
造
し
て
加
恩
便
の
派
遣
を
懇
求
し
た
と
一
一
一
一
口
う
全
書
の
文
は
、
前
に
も
述
べ
た
如
く
、
同

じ
く
そ
の
こ
と
を
伝
え
る
中
国
側
の
史
料
の
文
と
あ
ま
り
に
も
似
て
い
る
か
ら
、
全
書
の
こ
の
記
事
は
お
そ
ら
く
中
国
側
の
記
事
に
よ
っ
た
も

の
で
あ
ろ
う
と
思
わ
れ
る
。
し
か
し
全
書
の
方
に
は
中
国
側
の
史
料
に
見
え
な
い
行
軍
王
の
名
が
明
提
の
上
に
加
え
ら
れ
て
い
る
と
こ
ろ
か

ら
、
全
書
で
は
中
国
史
料
に
見
え
る
明
提
が
行
軍
王
に
比
定
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
あ
る
。

②
〔
封
〕
皇
第
一
一
子
銀
錫
為
東
城
王
（
し
・
ロ
・
＠
ご
）
。

③
〔
封
〕
皇
第
三
子
欽
為
南
封
王
（
し
・
口
①
忠
）
。

凹
封
皇
第
四
子
釘
為
禦
蛮
王
。
居
峯
州
（
し
ｂ
・
＠
宮
）
。

⑤
封
皇
第
五
子
艇
為
開
明
王
。
屑
藤
川
（
シ
・
ロ
・
＠
笛
）
。

⑥
〔
封
〕
皇
第
六
子
釿
為
禦
北
壬
。
居
扶
蘭
塞
（
し
．
□
．
①
宮
）
。

、
封
皇
第
七
子
縦
為
定
藩
王
。
居
五
県
江
司
営
城
（
し
・
ロ
・
＠
雷
）
。

⑧
〔
封
〕
皇
第
八
子
鮒
為
副
王
。
居
杜
洞
江
（
し
・
ロ
．
①
温
）
。

⑨
〔
封
〕
皇
第
九
子
鏡
為
中
国
王
。
居
乾
花
末
連
県
（
し
．
□
・
や
温
）
。

⑩
封
皇
第
十
子
鉈
為
南
国
王
。
居
武
滝
州
（
し
．
□
・
＠
程
）
。

（
即
）

⑪
封
皇
第
十
一
子
銀
梛
幽
為
行
軍
王
。
居
北
岸
古
覧
州
（
シ
・
ロ
・
＠
＠
ｍ
）
。

な
お
、
全
書
巻
之
黎
紀
、
甲
辰
、
応
天
十
一
年
誹
繍
徳
（
し
．
□
」
ｓ
←
）
の
春
正
月
の
条
に
、

立
南
封
王
龍
鍼
為
皇
太
子
。
加
封
龍
艇
為
開
明
大
王
。
龍
錫
為
東
城
大
王
。

（
Ⅲ
）

と
あ
っ
て
、
第
三
子
の
南
封
王
が
皇
太
子
と
な
り
、
ま
た
第
五
子
の
開
明
王
が
大
王
と
な
っ
た
こ
と
を
伝
え
て
い
る
が
、
こ
こ
で
は
そ
の
名
の

鉱
、
艇
に
そ
れ
ぞ
れ
龍
の
字
が
冠
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
第
二
子
の
東
城
王
の
場
合
に
は
銀
錫
が
龍
錫
と
な
っ
て
す
こ
し
く
異
る
が
、
い
ず
れ
も

前
黎
朝
と
宋
朝
と
の
関
係
（
河
原
）
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さ
て
、
中
国
史
料
に
見
え
る
龍
全
に
つ
い
て
は
、
全
書
及
び
越
史
略
に
も
そ
の
名
が
あ
ら
わ
れ
な
い
。
中
国
史
料
に
は
彼
を
龍
欽
の
兄
と
伝

え
て
い
る
が
、
第
三
子
鋏
か
ら
言
っ
て
兄
は
皇
太
子
の
撃
天
大
王
錆
と
第
二
子
東
城
王
銀
錫
と
の
二
人
で
あ
る
。
し
か
し
そ
の
中
、
皇
太
子
は

（
脂
）

す
で
に
黎
桓
よ
り
も
早
く
、
一
○
○
○
年
に
死
ん
で
い
る
の
で
、
龍
全
は
第
二
子
東
城
王
銀
錫
に
あ
た
る
こ
と
と
な
る
。
中
国
側
の
史
料
で
龍

全
が
庫
財
を
か
す
め
て
遁
ぐ
と
伝
え
て
い
る
の
は
全
書
に
「
東
城
王
、
苫
隆
に
敗
奔
す
」
と
あ
る
の
に
も
適
合
す
る
よ
う
で
あ
る
か
ら
、
龍
全

（
旧
）

を
第
二
子
東
城
王
銀
錫
に
比
定
し
て
も
ほ
ぼ
ま
ち
が
い
あ
る
ま
い
。

な
お
、
安
南
志
略
毯
の
龍
廷
の
条
に
、

龍
廷
。
恒
幼
子
山
。
殺
龍
鋏
而
自
立
。
其
兄
龍
全
念
之
。
劫
庫
財
而
逝
。
龍
護
率
扶
蘭
繁
兵
。
相
攻
争
立
。

（
Ⅳ
）

と
あ
っ
て
、
龍
全
が
龍
金
と
な
っ
て
い
る
も
の
も
あ
る
。
も
し
龍
全
が
ま
ち
が
い
で
龍
金
の
方
が
正
し
い
と
す
れ
ば
金
と
銀
錫
と
は
関
係
な
い

わ
け
で
も
な
い
の
で
た
だ
付
言
し
て
お
く
。

つ
ぎ
は
明
護
に
つ
い
て
て
あ
る
が
明
護
の
名
は
全
書
及
び
越
史
略
に
は
全
く
出
て
来
な
い
。
た
だ
安
南
志
略
謡
一
に
は
、
い
ま
掲
げ
た
如
く

「
龍
護
率
扶
蘭
塞
兵
。
相
攻
争
立
」
と
あ
っ
て
、
中
国
史
料
で
明
護
と
あ
る
と
こ
ろ
が
龍
護
と
し
て
出
て
来
る
。
更
に
こ
の
文
の
つ
づ
き
を
見

に
、
南
封
王
雷

も
あ
る
ま
い
。

て
い
く
、
と
、

と
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
ベ
ト
ナ
ム
側
の
史
料
に
も
、
一
○
○
四
年
、
行
軍
王
を
末
に
行
か
し
め
た
と
言
う
伝
え
が
あ
る
こ
と
か
ら
ゑ
て
、
全
書

で
行
軍
王
を
明
提
と
結
び
つ
け
た
の
は
当
然
で
あ
る
し
、
更
に
⑪
に
も
第
十
一
子
の
銀
を
行
軍
王
に
封
ず
と
あ
っ
て
、
明
提
が
第
十
一
子
の
行

軍
王
銀
で
あ
る
こ
と
は
ま
ち
が
い
あ
る
ま
い
。
⑪
の
鋸
の
下
に
「
即
ち
明
提
な
り
」
と
註
が
あ
る
の
は
既
に
掲
げ
た
如
く
で
あ
る
。

つ
ぎ
に
中
国
史
料
に
見
え
る
龍
鉱
と
龍
廷
と
に
つ
い
て
で
あ
る
が
、
既
に
掲
げ
た
全
書
巻
黎
紀
、
甲
辰
、
応
天
十
一
年
（
シ
・
ロ
．
ｇ
三
）
の
条

嬉
南
封
王
寵
欽
、
開
明
大
王
龍
艇
と
あ
る
故
、
そ
れ
が
そ
れ
ぞ
れ
第
三
子
南
封
王
鍼
と
第
五
子
開
明
王
艇
に
比
定
さ
れ
る
こ
と
は
申
す
ま
で

な
お
越
史
略
芳
甲
巨

遣
行
軍
王
。
如
宋
。

法
政
史
学
第
二
十
九
号

〔
浴
〕

知
広
州
凌
策
一
一
一
一
口
。
準
詔
以
交
趾
丘
〈
乱
。
令
臣
與
治
辺
安
撫
使
那
曄
。
同
経
度
便
撤
以
間
。
臣
等
至
白
州
。
遇
広
州
部
送
到
交
趾
黄
慶
集

甲
辰
、
応
天
十
年
（
し
．
□
」
Ｓ
ｃ
の
条
に
、
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等
百
姓
千
余
口
且
言
。
黎
桓
既
死
。
諸
子
各
集
兵
散
設
塞
柵
Ｑ
官
属
離
折
。
人
民
憂
催
。
慶
集
等
以
不
従
駆
率
。
戴
及
親
属
。
今
奔
走
来

告
。
乞
量
出
兵
平
定
交
州
。
慶
集
等
願
為
先
鋒
。
刻
期
攻
取
。
臣
等
会
議
。
若
朝
廷
充
其
所
請
。
以
広
南
諸
屯
兵
。
益
以
荊
湖
卒
兵
五

（
マ
マ
）

千
・
水
陸
斉
進
・
立
事
平
定
・
真
宗
日
。
黎
桓
既
修
朝
貢
・
亦
嘗
遺
子
人
観
・
協
際
寧
謡
・
不
失
忠
順
・
今
聞
桓
死
・
未
聞
予
Ⅲ
。
遂
伐

其
喪
。
貴
王
者
所
為
。
乃
詔
策
等
依
前
詔
安
撫
。
務
令
諸
静
。
…
。
：
乃
令
致
書
交
州
。
論
以
朝
廷
威
徳
。
如
自
相
魚
肉
。
久
無
定
位
。
偏

師
罪
問
。
則
黎
氏
無
道
種
突
。
龍
護
權
。
即
奉
龍
廷
主
軍
事
。

と
あ
る
が
、
前
に
掲
げ
た
宋
会
要
の
景
徳
三
年
六
月
の
条
に
「
明
護
惚
」
と
あ
る
と
こ
ろ
が
こ
こ
で
も
龍
護
と
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、

安
南
志
略
に
も
結
局
、
肌
護
の
名
は
あ
ら
わ
れ
ぬ
こ
と
と
な
る
。
な
お
こ
こ
で
注
目
す
べ
き
は
前
掲
の
全
書
零
之
黎
紀
、
応
天
十
六
年
の
条
の

文
が
い
ま
ふ
た
安
南
志
略
の
文
と
ほ
と
ん
ど
同
じ
で
あ
る
と
言
う
こ
と
と
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
全
書
の
方
に
は
「
龍
護
擢
。
即
奉
龍
廷
主
軍

事
」
の
句
が
省
略
さ
れ
て
い
る
と
言
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
点
に
つ
い
て
は
後
に
考
察
す
る
。

と
に
か
く
明
護
の
名
は
中
国
側
の
史
料
に
の
ゑ
あ
ら
わ
れ
て
、
ベ
ト
ナ
ム
側
の
史
料
に
は
見
出
す
こ
と
が
出
来
ぬ
。
で
は
明
護
は
黎
桓
の
第

何
番
目
の
子
に
比
定
さ
れ
る
だ
ろ
う
か
。
長
編
、
宋
史
及
び
会
要
等
に
よ
れ
ば
既
に
見
た
如
く
、
明
護
は
龍
廷
の
す
な
わ
ち
第
五
子
艇
の
兄

で
、
そ
の
父
黎
桓
の
死
後
、
扶
蘭
藥
の
兵
を
率
い
て
攻
戦
し
た
と
言
う
人
物
で
あ
る
。
一
方
、
全
書
及
び
越
史
略
に
よ
れ
ば
、
黎
桓
の
死
後
、

禦
北
王
は
扶
蘭
秦
に
国
人
を
あ
つ
め
、
そ
の
後
．
そ
の
地
で
中
国
王
と
共
に
臥
朝
皇
帝
ｌ
第
五
子
艇
ｌ
に
反
抗
し
た
が
そ
の
親
征
を
う
け

て
、
遂
に
降
服
し
罪
を
ゆ
る
さ
れ
た
と
伝
え
て
い
る
。
ま
た
㈲
に
よ
る
と
第
六
子
の
釿
は
禦
北
王
に
封
ぜ
ら
れ
、
扶
蘭
蕊
に
居
る
と
伝
え
て
い

る
か
ら
、
扶
蘭
蕊
と
関
連
づ
け
て
明
護
を
比
定
す
れ
ば
そ
れ
は
第
六
子
の
釿
と
言
う
こ
と
と
な
る
。
し
か
し
、
第
六
子
で
は
第
五
子
艇
の
弟
と

な
る
か
ら
、
そ
れ
は
「
龍
廷
の
兄
明
護
」
と
言
う
中
国
側
の
伝
え
と
矛
盾
す
る
こ
と
と
な
る
。
こ
の
矛
盾
に
つ
い
て
は
次
の
明
昶
の
比
定
と
関

連
さ
せ
て
解
決
し
た
い
の
で
し
ば
ら
く
お
く
。

さ
て
明
昶
に
関
し
て
は
既
に
宋
史
、
長
編
及
び
宋
会
要
等
の
中
国
側
の
史
料
で
見
た
如
く
、
龍
廷
す
な
わ
ち
第
五
子
臥
朝
皇
帝
艇
の
弟
と
伝

え
て
い
る
。
ま
た
宋
会
要
、
文
趾
の
景
徳
四
年
七
月
十
八
日
の
条
に
よ
る
と
、
そ
の
前
日
に
龍
廷
が
静
海
節
度
使
安
南
都
讃
に
任
ぜ
ら
れ
交
趾

郡
王
に
封
ぜ
ら
れ
た
の
で
、
明
昶
が
崇
政
殿
に
赴
い
て
帰
国
の
挨
拶
を
述
べ
た
い
と
申
し
出
た
こ
と
を
伝
え
、
次
の
如
く
あ
る
。

明
昶
以
兄
降
制
命
。
求
赴
崇
政
殿
告
謝
。
乃
召
升
殿
。
帝
撫
問
之
。

前
黎
朝
と
宋
朝
と
の
関
係
（
河
原
）
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第
三
子
の
鋏
が
南
封
王
に
封
ぜ
ら
れ
た
こ
と
は
既
に
全
書
に
よ
っ
た
側
で
見
た
如
く
で
あ
る
か
ら
、
㈹
は
そ
れ
と
同
じ
伝
え
で
あ
る
し
、
ま

た
、
第
十
一
子
の
銀
が
行
軍
王
と
し
て
北
岸
の
古
覧
州
に
封
ぜ
ら
れ
た
こ
と
は
同
じ
く
⑪
で
見
た
通
り
で
あ
る
。
た
だ
い
で
は
「
古
」
が
「
吉
」

と
な
っ
て
い
る
点
と
そ
の
年
代
に
一
年
の
ず
れ
が
あ
る
こ
と
で
は
⑪
と
ち
が
う
が
、
共
に
同
一
の
伝
え
で
あ
る
こ
と
は
ま
ち
が
い
あ
る
ま
い
。

し
か
し
、
問
題
は
何
の
条
で
あ
る
。
回
に
よ
る
と
禦
蛮
王
と
し
て
峯
州
に
封
ぜ
ら
れ
た
の
は
黎
桓
の
弟
の
子
と
な
っ
て
い
る
が
、
全
書
の
伝
え

ととと
あああ
るレリり（ロリリ６）
０

要
す
る
に
以
上
の
処
く
、
明
護
、
明
昶
を
各
々
の
根
拠
地
名
・
封
地
名
と
関
係
ず
け
て
そ
れ
ぞ
れ
を
比
だ
し
よ
う
と
す
る
と
、
全
書
に
つ
た

え
る
黎
桓
諸
子
の
兄
弟
関
係
と
矛
盾
す
る
と
こ
ろ
が
あ
ら
わ
れ
る
わ
け
で
あ
る
。

で
は
越
史
略
港
、
黎
紀
、
大
行
王
で
は
黎
桓
の
諸
子
が
ど
の
よ
う
に
伝
え
ら
れ
て
い
る
か
と
言
う
に
、
明
護
、
明
昶
は
勿
論
、
明
提
の
名
前
も

ま
っ
た
く
あ
ら
わ
れ
ぬ
。
た
だ
諸
子
の
名
と
し
て
は
第
三
子
の
龍
鋏
、
第
五
子
の
龍
艇
が
見
え
る
だ
け
で
あ
る
。
し
か
し
、
中
宗
及
び
臥
朝
王

の
条
で
諸
子
の
兵
乱
に
つ
き
述
べ
た
と
こ
ろ
で
は
南
封
王
、
東
城
壬
、
中
国
王
、
開
明
壬
、
禦
蛮
王
と
言
う
名
が
あ
ら
わ
れ
、
ま
た
大
行
王
の
甲

辰
、
応
天
十
年
（
し
。
ｐ
ご
宣
）
の
条
で
は
既
に
見
た
如
く
行
軍
王
の
名
が
見
え
る
。
こ
の
ほ
か
に
次
の
諸
条
が
見
え
て
い
る
一
噸
切
他
躯
殖
詮
釧
締
す
）
。

ま
ず
大
行
王
の
己
丑
、
天
福
九
年
（
し
己
．
①
砦
）
の
条
に
、

こ
れ
に
よ
っ
て
も
明
昶
が
龍
廷
の
弟
で
あ
る
こ
と
知
る
こ
と
が
出
来
る
。
な
お
、
中
国
側
の
史
料
に
よ
る
と
、
明
昶
を
峯
州
刺
史
と
伝
え
て

い
る
が
、
全
書
で
は
側
で
見
た
如
く
、
峯
州
に
封
ぜ
ら
れ
た
の
は
第
四
子
釘
の
禦
蛮
王
で
あ
る
か
ら
、
峯
州
と
関
連
さ
せ
て
明
昶
を
比
定
す
れ

ば
こ
の
第
四
子
釘
に
あ
た
る
こ
と
と
な
る
。
し
か
し
そ
れ
で
は
第
五
子
艇
の
兄
と
一
一
一
一
口
う
こ
と
と
な
り
、
龍
廷
の
弟
と
言
う
中
国
側
の
史
料
と
こ

こ
で
も
矛
盾
す
る
こ
と
と
な
る
。

法
政
史
学
第
二
十
九
号

つ
ぎ
に
辛
卯
、
興
統
二
年
（
シ
・
ロ
・
＠
宮
）
の
条
に
、

封
弟
之
子
為
禦
蛮
王
。
居
峯
州
。

更
に
甲
午
、
興
統
五
年
（
し
．
□
．
①
程
）
の
条
に
は
、

封
第
十
一
子
為
行
軍
王
。
届
北
端
吉
覧
州
。

封
第
三
子
為
南
封
王
。
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こ
の
よ
う
に
訂
正
し
て
ふ
た
上
で
、
さ
き
に
疑
問
の
ま
ま
残
し
た
明
護
、
川
昶
の
比
定
の
問
題
を
考
え
て
ふ
る
と
、
明
昶
は
中
国
史
料
に
峯

州
刺
史
と
明
記
さ
れ
て
い
る
か
ら
、
そ
れ
は
塁
・
州
に
封
ぜ
ら
れ
た
と
言
う
釘
に
比
だ
さ
れ
、
し
か
も
そ
れ
は
第
六
子
と
な
る
か
ら
、
第
五
子
艇

の
弟
と
な
っ
て
、
前
に
問
題
と
し
た
矛
盾
が
解
決
さ
れ
る
ば
か
り
で
な
く
、
そ
れ
と
共
に
明
護
に
つ
い
て
の
疑
問
も
氷
解
す
る
よ
う
で
あ
る
。

す
な
わ
ち
明
護
は
す
で
に
指
摘
し
た
よ
う
に
、
ベ
ト
ナ
ム
側
の
史
料
に
は
見
え
な
い
名
前
で
あ
る
が
、
中
国
側
の
史
料
に
よ
る
と
再
三
述
べ
た

よ
う
に
、
龍
廷
の
兄
で
、
扶
蘭
塞
に
よ
っ
て
抗
戦
し
た
人
物
で
あ
っ
た
。
そ
れ
と
今
、
㈲
を
訂
正
し
て
得
た
「
封
第
四
子
釿
為
禦
北
王
。
居
扶

蘭
藥
」
及
び
黎
桓
の
死
後
の
兵
乱
を
伝
え
る
ベ
ト
ナ
ム
側
の
記
事
と
を
考
え
合
せ
て
承
る
と
、
明
護
は
こ
の
「
第
四
子
釿
」
に
比
定
さ
れ
る
よ

す
る
わ
け
で
あ
る
。

に
よ
る
と
既
に
凶
で
見
た
如
く
禦
蛮
王
と
し
て
峯
州
に
封
ぜ
ら
れ
た
の
は
黎
桓
の
第
四
子
釘
と
な
っ
て
い
て
、
こ
の
点
、
全
く
異
っ
て
い
る
。

で
は
こ
の
よ
う
な
回
と
四
と
の
ち
が
い
を
ど
の
よ
う
に
解
決
す
る
か
次
に
考
察
を
加
え
て
ふ
る
。

既
に
Ⅲ
、
②
、
③
と
列
挙
し
た
如
く
、
全
書
の
方
で
は
黎
桓
の
十
一
人
の
子
を
ほ
ぼ
そ
の
順
序
に
従
っ
て
記
述
し
、
そ
の
封
ぜ
ら
れ
た
王
名

を
掲
げ
、
更
に
大
部
分
は
そ
の
封
地
の
地
名
を
あ
げ
て
い
る
。
さ
て
、
こ
の
よ
う
な
記
述
の
形
式
が
と
ら
れ
て
い
る
全
書
の
側
の
「
第
四
子
」

を
、
回
に
よ
っ
て
「
弟
之
子
」
の
讃
と
し
て
訂
正
す
る
の
は
す
こ
し
く
無
理
な
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
す
な
わ
ち
そ
れ
で
は
第
四
子
が
欠
と
な
っ

て
、
記
述
の
順
序
、
形
式
か
ら
言
っ
て
も
不
自
然
と
な
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
こ
で
そ
れ
よ
り
む
し
ろ
、
何
の
「
弟
之
子
」
を
「
第
四
子
」
と
訂

正
し
た
方
が
よ
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
し
か
し
そ
の
場
合
、
「
弟
」
を
「
第
」
と
訂
正
す
る
の
は
問
題
な
い
と
し
て
も
、
「
之
」
を
「
四
」
と

す
る
の
に
は
い
さ
さ
か
抵
抗
を
感
ぜ
ざ
る
を
得
な
い
の
で
、
「
之
」
を
「
六
」
の
讃
で
あ
る
と
な
し
、
つ
ま
り
②
に
「
弟
之
子
」
と
あ
る
と
こ

ろ
を
「
第
六
子
」
と
訂
正
し
て
み
た
ら
如
何
な
も
の
で
あ
ろ
う
か
。
す
な
わ
ち
②
は
「
封
第
六
子
為
禦
蛮
王
。
居
峯
州
」
と
な
る
わ
け
で
あ

る
。
そ
し
て
こ
れ
を
も
と
と
し
て
、
全
書
の
方
に
検
討
を
加
え
て
ふ
る
と
、
側
は
、

封
皇
第
六
子
釘
為
禦
蛮
王
。
居
峯
州
。

の
如
く
訂
正
さ
れ
る
こ
と
な
る
。
そ
う
す
る
と
全
書
で
は
第
六
子
が
二
人
と
な
り
、
第
四
子
は
い
な
い
こ
と
と
な
っ
て
し
ま
う
。
そ
こ
で
全
書

の
⑥
の
第
六
子
を
第
四
子
と
変
更
し
て
ふ
る
。
す
な
わ
ち
㈲
は
、

〔
封
〕
皇
第
四
子
釿
為
禦
北
王
。
居
扶
蘭
藥
。

と
言
う
こ
と
と
な
る
。
つ
ま
り
、
全
書
の
方
を
訂
正
し
て
、
「
第
四
子
」
を
「
館
六
子
」
に
、
「
第
六
子
」
を
「
第
四
子
」
に
そ
れ
ぞ
れ
変
更

前
黎
朝
と
宋
朝
と
の
関
係
（
河
原
）
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明
護
の
名
前
が
越
史
略
に
は
勿
論
、
全
書
に
も
見
え
な
い
こ
と
は
し
ば
し
ば
述
べ
た
通
り
で
あ
る
。
し
か
し
、
安
南
志
略
に
龍
護
な
る
者
が

見
え
る
こ
と
は
こ
れ
ま
た
既
に
述
べ
た
如
く
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
れ
を
伝
え
る
安
南
志
略
の
文
の
前
後
を
わ
ざ
わ
ざ
長
々
と
引
用
し
た
の
は
そ

の
文
が
特
に
宋
会
要
の
文
と
よ
く
似
て
い
る
こ
と
を
示
す
た
め
で
も
あ
っ
た
。
な
お
同
じ
こ
と
を
伝
え
る
全
書
の
文
を
こ
れ
ま
た
煩
雑
を
い
と

わ
ず
引
用
し
た
の
も
、
こ
れ
が
安
南
志
略
に
全
く
似
て
い
る
こ
と
を
知
る
た
め
で
あ
っ
た
。
さ
て
、
安
南
志
略
に
あ
ら
わ
れ
る
龍
護
は
既
に
指

摘
し
た
如
く
、
宋
会
要
の
文
で
明
護
と
あ
ら
わ
れ
る
も
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
安
南
志
略
の
文
に
よ
っ
た
と
思
わ
れ
る
全
書
の
方
で
は
龍

護
の
事
を
省
略
し
て
し
ま
っ
て
い
る
。
中
国
側
の
史
料
、
特
に
宋
史
交
阯
伝
に
も
見
え
る
明
護
が
遂
に
全
書
に
あ
ら
わ
れ
な
い
の
は
、
お
そ
ら

く
こ
れ
を
黎
桓
の
ど
の
子
に
比
定
す
る
か
決
定
出
来
な
か
っ
た
か
ら
で
は
あ
る
ま
い
か
。
従
っ
て
安
南
志
略
の
龍
護
も
全
書
で
は
省
略
し
て
し

ま
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
明
護
の
名
は
中
国
側
の
史
料
に
の
ゑ
残
っ
て
い
て
、
ベ
ト
ナ
ム
側
の
史
料
に
は
は
じ
め
か
ら
そ
れ
を
見
る
こ

と
が
出
来
な
か
っ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

さ
て
明
護
を
そ
の
よ
う
に
考
え
る
と
、
明
提
、
明
昶
の
場
合
も
そ
れ
と
同
じ
で
は
な
か
っ
た
か
と
思
わ
れ
る
。
す
な
わ
ち
黎
桓
が
明
提
を
適

し
て
加
恩
使
の
派
遣
を
懇
求
し
た
と
伝
え
る
全
書
の
文
が
ほ
と
ん
ど
中
国
側
の
史
料
ｌ
宋
史
交
趾
伝
、
長
編
ｌ
と
同
じ
で
あ
っ
た
こ
と
を

想
い
起
す
べ
き
で
あ
る
。
全
書
編
纂
の
際
、
中
国
史
料
に
見
え
る
明
提
を
、
自
国
の
伝
え
に
よ
っ
て
行
軍
王
に
比
定
す
る
こ
と
は
問
題
な
か
っ

た
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
明
昶
の
場
合
に
は
明
提
の
比
定
の
よ
う
に
は
容
易
で
な
く
、
そ
の
名
を
黎
桓
の
諸
子
の
誰
に
あ
て
る
か
決
定
出
来
な

か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
そ
こ
で
た
だ
単
に
龍
廷
の
弟
と
な
す
に
と
ど
め
、
中
国
史
料
に
明
記
さ
れ
て
い
る
峯
州
刺
史
は
あ
え
て
省
略
し
、
自
国

の
伝
え
と
の
矛
盾
ｌ
兄
弟
の
関
係
で
の
矛
盾
ｌ
を
回
避
し
よ
う
と
し
た
の
で
あ
っ
た
ろ
う
。

う
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
第
四
子
で
あ
る
か
ら
龍
廷
す
な
わ
ち
第
五
子
艇
の
兄
に
あ
た
り
、
し
か
も
扶
蘭
繁
に
封
ぜ
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
か

ら
、
明
護
に
関
す
る
前
の
矛
盾
も
解
決
さ
れ
た
こ
と
と
な
る
の
で
あ
る
。

以
上
、
越
史
略
巻
の
興
統
二
年
の
条
、
す
な
わ
ち
②
を
訂
正
し
、
更
に
そ
れ
に
よ
っ
て
、
全
書
に
黎
桓
の
第
四
子
、
第
六
子
と
伝
え
ら
れ
て

い
る
の
が
、
実
は
第
六
子
、
第
四
子
で
あ
る
こ
と
を
指
摘
す
る
と
共
に
、
明
護
が
黎
桓
の
第
四
子
の
釿
、
明
昶
が
第
六
子
の
釘
に
あ
た
る
こ
と

（
旧
）

を
考
察
し
た
も
の
で
あ
る
。

法
政
史
学
第
二
十
九
号

(五）

￣
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で
は
何
故
に
本
名
を
用
い
ず
別
名
を
用
い
て
朝
貢
し
た
か
と
言
う
こ
と
で
あ
る
。
「
ベ
ト
ナ
ム
中
国
関
係
史
」
の
結
論
で
、
「
中
国
の
礼
制

に
よ
れ
ば
、
上
下
関
係
に
あ
る
人
物
が
接
触
す
る
場
合
、
下
位
の
も
の
が
上
位
の
も
の
に
対
し
て
自
分
の
諄
を
使
わ
ね
ば
な
ら
な
い
の
で
、
中

国
の
天
子
は
ベ
ト
ナ
ム
の
君
主
に
諄
の
使
用
を
要
求
す
る
の
で
あ
る
。
自
ら
皇
帝
を
称
す
る
ベ
ト
ナ
ム
の
君
主
と
し
て
は
、
外
国
に
対
し
て
自

分
の
識
を
使
う
の
は
忍
び
難
い
屈
辱
で
あ
る
。
独
立
自
主
の
空
気
の
強
か
っ
た
陳
朝
歴
代
の
君
主
の
名
前
は
、
殆
ん
ど
全
部
、
ベ
ト
ナ
ム
側
の

文
献
と
中
国
側
の
文
献
と
で
は
異
っ
た
文
字
で
記
録
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
は
ベ
ト
ナ
ム
の
方
が
真
の
諒
で
、
中
国
の
は
朝
貢
の
た
め
に
用
い

（
旧
）

ら
れ
た
特
別
な
名
一
別
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
」
と
述
べ
て
あ
る
。
ベ
ト
ナ
ム
陳
朝
の
君
主
が
本
名
に
あ
ら
ざ
る
特
別
の
名
を
も
っ
て
中
国
に
朝

貢
し
た
こ
と
及
び
そ
の
事
情
に
つ
ぎ
説
明
し
て
あ
る
が
、
明
提
、
明
昶
、
お
そ
ら
く
明
護
な
ど
も
同
じ
例
と
考
え
て
よ
い
と
思
う
。
こ
の
黎
桓

の
子
の
場
合
は
自
身
で
宋
に
赴
い
て
朝
貢
し
た
の
で
あ
る
か
ら
、
特
に
別
名
を
用
い
る
必
要
が
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
と
に
か
く
明
提
、
明

昶
、
明
護
等
は
本
名
で
は
な
い
特
別
な
名
前
で
あ
っ
た
の
で
、
ベ
ト
ナ
ム
本
国
で
は
そ
の
伝
え
が
残
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
な
お
、
全
書

で
は
黎
桓
の
諸
子
に
つ
い
て
、
⑪
、
②
、
③
等
列
挙
し
た
如
く
鉱
、
艇
、
釿
等
す
べ
て
金
偏
の
名
前
を
あ
げ
て
い
る
が
、
後
に
な
る
と
龍
欽
、

か
ら
類
推
し
て
、

附
言
し
て
お
く
。

以
上
、
考
察
に
よ
り
明
護
は
勿
論
、
明
提
、
明
昶
の
名
は
中
国
側
の
史
料
に
の
ゑ
見
え
て
、
ベ
ト
ナ
ム
側
の
史
料
に
は
初
め
は
な
か
っ
た
で

あ
ろ
う
と
思
わ
れ
る
。
た
だ
全
書
の
編
纂
の
際
に
既
に
見
た
よ
う
な
形
で
同
書
に
記
述
さ
れ
る
に
至
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。

さ
て
明
護
は
第
四
子
禦
北
王
釿
に
、
明
昶
は
第
六
子
禦
蛮
王
釘
に
、
さ
ら
に
明
提
は
既
に
全
書
で
も
あ
き
ら
か
な
よ
う
に
第
十
一
子
行
軍
王

銀
に
そ
れ
ぞ
れ
比
定
す
る
こ
と
が
出
来
る
が
、
そ
の
中
、
第
十
一
子
の
黎
銀
は
黎
明
提
の
名
で
、
第
六
子
黎
釘
は
黎
明
昶
の
名
で
、
そ
れ
ぞ
れ

白
か
ら
宋
の
都
に
赴
い
て
朝
貢
し
た
わ
け
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
の
際
、
本
名
の
「
銀
」
を
「
提
」
、
「
釘
」
を
「
昶
」
と
音
の
似
通
っ
て
い
る
字

は
用
い
て
い
る
が
、
本
名
は
用
い
ず
、
明
の
字
を
排
行
と
す
る
二
字
の
名
を
採
用
し
て
、
そ
れ
を
自
分
の
名
前
と
称
し
自
か
ら
朝
貢
し
た
の
で

は
あ
る
ま
い
か
。
明
護
に
つ
い
て
は
目
か
ら
朝
貢
し
た
と
言
う
伝
え
は
な
い
が
、
既
に
見
た
如
く
真
宗
の
即
位
の
始
め
、
国
信
使
の
派
遣
を
中

止
す
る
こ
と
と
し
た
と
き
、
陳
堯
嬰
が
黎
桓
の
息
子
を
召
し
出
し
て
加
恩
の
制
書
を
授
け
る
よ
う
奏
請
し
て
い
る
し
、
ま
た
そ
の
後
、
ベ
ト
ナ

ム
使
節
を
広
南
西
路
に
よ
び
出
し
て
制
書
を
授
け
て
い
る
例
も
ふ
え
る
か
ら
、
あ
る
い
は
第
三
子
禦
北
王
の
釿
が
そ
の
任
に
あ
た
り
、
そ
の
際

に
明
護
と
称
し
た
の
か
も
し
れ
ぬ
。
し
か
し
こ
の
場
合
、
「
護
」
と
「
釿
」
で
は
音
が
通
じ
な
い
よ
う
で
あ
る
が
、
明
提
、
明
昶
の
場
合
の
例

か
ら
類
推
し
て
、
「
護
」
は
あ
る
い
は
「
護
」
の
調
で
は
な
い
か
と
も
考
え
ら
れ
る
。
そ
う
す
れ
ば
「
釿
」
と
音
も
通
ず
る
よ
う
で
あ
る
か
ら

前
黎
朝
と
宋
朝
と
の
関
係
（
河
原
）

一

一

一

一

￣

Hosei University Repository



と
に
か
く
黎
桓
の
子
が
本
名
を
用
い
ず
特
別
の
名
を
用
い
て
朝
貢
し
て
い
る
点
で
、
前
黎
朝
の
、
主
独
立
の
姿
勢
の
一
端
を
み
る
こ
と
が
出

来
る
だ
ろ
う
。

そ
ら
く
本
名
で
あ
ろ
う
。

法
政
史
学
第
二
十
九
号

二
四

龍
艇
等
と
龍
の
字
を
冠
し
て
い
る
。
な
お
、
既
に
見
た
如
く
中
国
側
の
史
料
で
は
髄
の
字
が
つ
い
て
い
る
。
は
じ
め
の
鋏
、
錐
、
釿
な
ど
が
お

'へ／~、／■、／へ／ﾛ、／■、〆■、／■、／､〆へ〆、／■、／~、／~、／へ／■、／■、／■、′へ

1９１８１７１６１５１４１３１２１１１０９８７６５４３２１
、､ノ、=ノ、-ノＮ-／、-ノ、二、-ノ～ノ、-ノ、ンミーノ、ごノ、-ノ、_ノ、=ノ、-ノ、ロノ、‐ノ、=ノ

註

宋
会
要
交
趾
伝
訳
註
稿
目
（
「
南
方
史
研
究
」
Ⅲ
）
の
補
註
１
で
龍
全
を
銀
錫
に
比
定
し
て
い
る
。

静
嘉
堂
文
庫
所
蔵
の
文
潤
閣
伝
抄
本
。

註
（
焔
）
の
補
註
１
で
明
護
の
比
定
を
試
ゑ
て
い
る
が
、
解
決
さ
れ
て
い
ぬ
。
な
お
、
そ
こ
で
は
明
昶
に
は
全
く
触
れ
て
な
い
。

「
ベ
ト
ナ
ム
中
国
関
係
史
」
（
山
本
達
郎
縮
）
六
一
一
一
七
頁

全
書
譜
之
、
黎
紀
、

註
（
ｕ
）
参
照
。

拙
稲
「
朱
初
に
お
け
る
中
越
関
係
」
今
法
政
大
学
文
学
部
紀
要
」
第
十
八
弓
）
。

宋
会
要
、
蕃
夷
四
、
交
趾
、
威
平
六
年
九
月
の
條
・

宋
史
倦
岬
交
阯
伝
に
は
迎
受
官
告
使
と
あ
る
。

宋
会
要
、
交
靴
威
平
五
年
十
一
月
の
條
・

宋
史
、
交
阯
伝
、
景
徳
元
年
の
條
と
同
じ
。

長
編
權
五
、
景
徳
二
年
二
月
乙
酉
の
條
、
宋
会
要
、
交
剛
、
同
年
同
月
の
條
・

宋
史
、
交
阯
伝
は
ほ
と
ん
ど
同
文
。
宋
会
要
、
交
趾
、
景
徳
三
年
一
一
一
月
の
條
・

長
編
噂
ハ
、
景
徳
二
年
六
月
戊
子
の
條
。

長
編
零
〈
、
同
年
同
月
辛
卯
の
條
に
よ
っ
て
文
字
を
訂
正
あ
る
い
は
補
充
す
。
朱
史
、
丈
阯
腫
。

長
編
譜
ハ
、
景
徳
三
年
七
月
丁
未
。
宋
会
要
、
交
趾
、
同
年
八
月
の
條
・

宋
史
、
交
阯
伝
、
景
徳
四
年
の
條
、
宋
会
要
、
交
趾
、
同
年
七
月
十
一
日
の
條
。

こ
の
文
の
後
の
方
に
は
驍
州
と
あ
る
故
、
政
む
。

十
一
人
の
実
子
の
ほ
か
に
義
児
（
養
児
）
が
二
人
い
る
が
、
二
人
と
も
名
は
不
明
。
一
人
は
扶
柵
王
に
封
ぜ
ら
れ
て
い
る
。

全
書
護
之
、
黎
紀
、
戊
子
応
天
七
年
（
シ
・
□
』
ｓ
Ｓ
の
條
に
よ
る
と
こ
の
年
、
館
一
子
皇
太
子
の
筆
天
王
が
死
す
。
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